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（
内
閣
委
員
会
）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
号
）
（
衆

議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

１

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
長
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
ま
ん
延
に
よ
り
、
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済

に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
合
調
整
に
基
づ
く
所
要
の
措
置
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合

は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
等
に
至
る
前
で
あ
っ
て
も
、
指
定
行
政

機
関
の
長
等
及
び
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
代
行
等
に
つ
い
て
、
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
措
置
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
新
型
イ
ン



二

フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
至
る
前
で
あ
っ
て
も
代
行
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
等
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
要
請
に
応
じ
な
い

者
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
当
該
要
請
に
係
る
措
置
を
講

ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
特
別
の
交

付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
地
方
債
の
起
債
の
特
例
を
設
け
る
。

二
、
内
閣
法
の
一
部
改
正

１

内
閣
官
房
に
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
を
置
く
。

２

同
統
括
庁
は
、
政
府
行
動
計
画
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
に
関
す
る
事

務
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
推
進
会
議
に
関
す
る
事
務
並
び
に
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
保
持
上
必
要
な
企
画
及

び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
関
す
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
一
の
４
に
つ
い
て
は
令
和
六
年
四
月
一
日
、
そ
の
他
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


